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(57)【要約】
　多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含む
デジタルビデオ信号を、編集する方法が開示される。こ
の方法は、編集中において信号を組み立てる工程を含み
、グラフィックコンテンツは、ストリーム内に多重化さ
れる第１タイプのイメージのフレーム内のみに多重化さ
れる。これにより、第１タイプのイメージがストリーム
から読み出されたときにのみ、改善された信号のトリッ
ク再生が可能とされる。すなわち、トリック再生中、お
よびトリック再生から通常再生に戻った直後においても
、グラフィックコンテンツが利用可能とされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号を編集する方
法であって、
　編集中において前記信号を組み立てる工程と、
　前記ストリーム内に多重化される少なくとも第１タイプのイメージのフレーム内のみに
、前記グラフィックコンテンツを多重化する工程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記デジタルビデオ信号が、ＭＰＥＧ－２に準拠する信号であることを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１タイプのイメージが、前記ストリーム内の他のピクチャを参照せずに符号化さ
れるＩピクチャであることを特徴とする請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記グラフィックが、プレゼンテーション・グラフィックまたはインタラクティブ・グ
ラフィックであることを特徴とする請求項１から３いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記プレゼンテーション・グラフィックが、字幕を含んでいることを特徴とする請求項
４記載の方法。
【請求項６】
　前記インタラクティブ・グラフィックが、メニューを含んでいることを特徴とする請求
項４記載の方法。
【請求項７】
　請求項１から６いずれか１項記載の方法に従って編集されたグラフィックコンテンツを
含むデジタルビデオ信号のための、トリック再生方法であって、
　トリック再生中において、該トリック再生を表示するためのソースとしてのソース多重
化ストリームから、選択された数の第１タイプのイメージを読み出す工程と、
　前記第１タイプのイメージ内に多重化された前記グラフィックコンテンツを、該第１タ
イプのイメージと共に読み出す工程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号を編集する装
置であって、請求項１から６いずれか１項記載の方法を実行するように適合化されている
ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　グラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号のトリック再生のための装置であっ
て、請求項７記載の方法を実行するように構成されていることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　コンピュータによる処理のためのコンピュータプログラムであって、多重化ストリーム
内にグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号を編集するためのコードセグメン
トを含み、請求項１から６いずれか１項記載の方法を実行するように構成されたコンピュ
ータプログラムが、記録されていることを特徴とするコンピュータ読取可能な媒体。
【請求項１１】
　コンピュータによる処理のためのコンピュータプログラムであって、多重化ストリーム
内にグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号をトリック再生するためのコード
セグメントを含み、請求項７記載の方法を実行するように構成されたコンピュータプログ
ラムが、記録されていることを特徴とするコンピュータ読取可能な媒体。
【請求項１２】
　グラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号であって、
　トランスポートストリーム内に、選択された数の第１タイプの符号化されたイメージを
含み、
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　前記グラフィックコンテンツが、前記第１タイプのイメージ内のみに、多重化されてい
ることを特徴とするデジタルビデオ信号。
【請求項１３】
　請求項１から６いずれか１項記載の方法により編集された、多重化されたデジタルビデ
オ信号。
【請求項１４】
　デジタル記憶媒体上に記憶されていることを特徴とする請求項１２または１３記載のデ
ジタルビデオ信号。
【請求項１５】
　放送用に構成されていることを特徴とする請求項１２または１３記載のデジタルビデオ
信号。
【請求項１６】
　請求項１２から１４いずれか１項記載の信号が記憶されたデジタル記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くはデジタル信号の分野に関するものである。本発明は、より具体的には
、イメージに加えてグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号、さらに具体的に
は、デジタルビデオストリーム信号のトリック再生中およびトリック再生後において、か
かるデジタルビデオストリームから利用可能とされるべき改善されたグラフィックに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、「トリック再生」との用語は、ビデオ信号の通常再生における公称速度に対
して、スロー／早送り／巻戻しといった様々な速度でのビデオ信号の再生モードを指す用
語である。
【０００３】
　現在、テープベースのアナログビデオレコーダーは、記憶媒体としてハードディスクま
たは光ディスクベースの、デジタルビデオレコーダーに取って代わられつつある。これら
のデジタルビデオレコーダーは、デジタルパーソナルビデオレコーダー（ＰＶＲ）とも呼
ばれる。消費者はいまだに、慣れ親しんだトリック再生モードが利用可能であることを期
待するが、ＶＨＳで用いられていた技術は、もはや適用することはできない。現在市販さ
れているデジタルビデオレコーダーおよびＤＶＤプレーヤーは、従来型ＴＶへのアナログ
インターフェースを介して再生を行う。デジタルインターフェース上を介した再生は重要
な機能となってきており、とりわけ急成長するデジタルネットワークを背景として重要な
機能となってきている。
【０００４】
　さらに、たとえば双方向テレビの分野等では、インタラクティブコンテンツによりビデ
オコンテンツが強化される。ＰＶＲは、ユーザーに対し、ポーズ、高速再生、巻戻し等の
トランスポート制御を用いて、「トリック再生」モードへのアクセスを提供している。従
来型のビデオレコーダーと異なり、これらの動作は、放送中のテレビを見ながらでも実行
され得る。
【０００５】
　デジタルインターフェースを介した再生は、トリック再生に関し問題をもたらす。これ
は、ストリームを受信および復号している装置は、一般的には、トリック再生のストリー
ムを受信していることを認識しないためである。受信装置は、通常再生と同一のフォーマ
ットに準拠する、通常のビデオストリームを予期している。
【０００６】
　ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）は、デジ
タルビデオおよびオーディオ圧縮の規格を作るためＩＳＯ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
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　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）の下で集う、専門家のグループである
。ＭＰＥＧ－２規格は、圧縮されたデジタルビデオ信号を、民生機器に使用することを実
用化した。ＭＰＥＧ－２は、動画およびそれに付随するオーディオの汎用的な符号化向け
に設計されており、ＧＯＰ構成（ＧＯＰ＝Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ）と呼ば
れる指定された順番に従って配列された、３つのタイプのフレームデータ（イントラフレ
ームＩ、前方予測フレームＰ、双方向予測フレームＢ）から、１つのビデオストリームを
生成する。多くの可能なＧＯＰ構成が存在するが、１つの一般的なＧＯＰ構成は、１２フ
レームまたは１５フレームの長さを有し（１つのＧＯＰは約０．５秒であることが多いの
で、５０Ｈｚ系の場合は１２フレームとなり、６０Ｈｚ系の場合は１５フレームとなる）
、Ｉ＿ＢＢ＿Ｐ＿ＢＢ＿Ｐ＿ＢＢ＿Ｐ＿ＢＢ＿Ｐ＿ＢＢ＿Ｐ＿ＢＢ＿というシーケンスを
有する。ＧＯＰ構成内におけるＩ、ＰおよびＢピクチャの比は、ビデオストリームの特性
と、出力ストリーム上の帯域幅の制約条件とにより決定される。ＧＯＰ構成は、イントラ
ピクチャ（Ｉピクチャ）から始まる。Ｉピクチャは、他のピクチャを参照することなく符
号化される。Ｉピクチャはまた、符号化の開始点となる、ビットストリーム内のアクセス
ポイントを提供する。Ｐピクチャは、先行するＩピクチャまたはＰピクチャへの参照を有
する。このＰピクチャは、この先行するＩピクチャまたはＰピクチャがすでに復号されて
いる場合にのみ、復号が可能である。Ｂピクチャは、先行するＩピクチャもしくはＰピク
チャ、および後続するＰピクチャもしくはＩピクチャへの参照を含む。符号化されたピク
チャのビットの平均量は、Ｉピクチャにおいて最大であり、Ｂピクチャにおいて最少であ
る。
【０００７】
　さらに、上記のグラフィックデータは、上記で述べた主たるＭＰＥＧ２トランスポート
ストリーム（ＴＳ）内に、エレメンタリストリームとして多重化される。グラフィックデ
ータは、たとえばストリーム内の異なる位置においてメニューのコンテンツが異なるもの
とされ得るメニューを提示するためや、たとえば字幕を提示するために使用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　トリック再生中においては、ディスクからの転送レートが限られており、しかも通常再
生中におけるレートがすでに高いので、ストリームのすべてのデータが読み出されるわけ
ではない。トリック再生を可能とするために通常の再生レートよりも高いレートを用いる
ことは、不可能であることが多い。したがって、トリック再生は、ストリームの一部のみ
（たとえばＩピクチャのみ）を読み出し、これらの部分を通常の再生速度で表示すること
によって実現される。１２フレームのＧＯＰ長と通常速度の３倍の早送り速度（３ｘ）と
を想定し、Ｉピクチャのみが読出しおよび提示される。これらのピクチャは、プレゼンテ
ーション中において４ｘで繰り返される。したがって、実質上トリック再生が実現可能と
され、ビデオ情報のみがより高速で再生されるような、ユーザーが予期する経験上の動作
が得られる。しかしながら、このことは、トリック再生モード中においてストリームの一
部が読み出されないことを意味する。従来技術によれば、グラフィックエレメンタリスト
リームの一部が読み出されない。データの一部が欠落している場合、そのデータ全体の使
用ができなくなる。したがって、本発明により解決されるべき１つの問題は、従来型のト
リック再生においては、グラフィックデータが欠落しているという問題である。
【０００９】
　さらに、従来型の態様でトリック再生から通常再生に移った後も、インタラクティブ・
グラフィックはまだ存在しない。これは、グラフィックストリームの取得点を過度に頻繁
に繰り返すと、主たる多重化信号のビットレートが過度に増大させられてしまうので、そ
のような過度に頻繁な繰返しを行うことはできないということに起因する。このことは、
グラフィックストリームからのグラフィックに基づくメニューのコンテンツが、ある相当
量の時間存在しないことを意味する。特に、通常再生に移った後は、ユーザーは、再生を
変更するためにメニューを見たいと思うことが多い。いかなる時間的な遅延も、ユーザー
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にとっては不便なものと感じられる。本発明の別の１つの目的は、この欠点を克服するこ
とである。
【００１０】
　デジタルビデオ信号のいくつかの送信フォーマットは、グラフィック情報（すなわち、
プレゼンテーション・グラフィックおよびインタラクティブ・グラフィック）が、関連付
けられたイメージに先立って、トランスポートストリーム内で予め送信されることを要求
する。上記の問題に加えて、このことは、ユーザーにとって上記と同様の不便をもたらす
欠点、すなわち、トリック再生中にグラフィックが利用可能でないという欠点、およびト
リック再生から通常再生に戻った際にグラフィックの表示が遅れるという欠点に繋がる。
【００１１】
　一般的に、プレゼンテーション・グラフィックは、たとえば字幕情報であるが、そうで
はなくビットマッププレゼンテーションのピクチャであってもよい。インタラクティブ・
グラフィックは、一般的には、ピクチャのビットマッププレゼンテーションおよびボタン
を含む、メニューを表す。
【００１２】
　異なる複数のグラフィックストリームが、各言語ごとの主たる多重化信号内に多重化さ
れる。グラフィックのプレゼンテーションは、各言語において同じ時刻に開始する。ビッ
トストリームの平均化が適用されるのは、このためである。平均化を行わないと、主たる
多重化信号のビットレートに、望ましくないピークが生じる。この平均化が、グラフィッ
クが先行して（実際には最大１分先行して）送信される理由である。
【００１３】
　上記で述べたように、トリック再生のほとんどの実装形態は、主たる多重化信号のＩフ
レームのみを読み出す。この目的のため、Ｉフレームの始点位置と終点位置とを有する、
ＣＰＩ（Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　Ｐｏｉｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；特徴点
情報）テーブルが存在する。他のフレームからのトランスポートストリームパケットは、
トリック再生中はスキップされる。このことは、トリック再生中は、グラフィックストリ
ームからのいくつかのパケットのみが読み出され、その他はスキップされることを意味す
る。このことは、グラフィックストリームを、用をなさないものとしてしまう。通常再生
が再開された後、グラフィックの提示が再度可能になるには、ユーザーは、ストリーム内
で新たなグラフィックが送信されるまで待たなくてはならない。したがって、上記で述べ
たように、グラフィックは先行して送信され、この先行送信は最大１分先行することとな
り得るので、ユーザーは、プレゼンテーション時刻まで待たなくてはならない。この時間
遅延は、ユーザーにとって受け入れられないものであり、克服されなくてはならない。
【００１４】
　したがって、本発明のさらなる１つの目的は、トリック再生中、およびトリック再生後
に通常再生が再開された直後においてさえも、たとえばプレゼンテーションのため、ＴＳ
からのグラフィック全体（プレゼンテーション・グラフィックおよびインタラクティブ・
グラフィック）へのアクセスを可能とし、かつかかるグラフィック全体の使用を可能とす
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、各請求項に従うデジタルビデオ信号を編集（オーサリング）する方法、デジ
タルビデオ信号のためのトリック再生方法、それらの方法を実行する装置、それらの方法
を実行するためのコンピュータにより実行可能なプログラムを包含するコンピュータ読取
可能な媒体、およびデジタルビデオ信号を提供することにより、上記で述べた技術上の欠
点を克服し、上記の問題を少なくとも１つまたは複数組み合わせて解決する。
【００１６】
　本発明は、ビデオ多重化ストリームのうち、トリック再生中に表示されるべきフレーム
が多重化されている部分のみに、グラフィックコンテンツを多重化することを提案する。
【００１７】
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　１つの好ましい実施形態によれば、主たる多重化信号中の、Ｉフレームが多重化されて
いる場所のみに、グラフィックデータが多重化される。このデータは、トリック再生中に
読み出されるので、グラフィックデータもすべて読み出され、さらなる処理および表示に
利用可能とされる。本発明によれば、トリック再生中およびトリック再生直後のフェーズ
において、グラフィックコンテンツを伴うＴＳパケットは一切欠落しないので、トリック
再生中およびトリック再生直後において、グラフィックストリーム内のグラフィックデー
タからの情報を提示することができる。
【００１８】
　本発明の１つの側面によれば、多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含むデ
ジタルビデオ信号を編集する方法が提供される。この方法は、編集中において信号を組み
立てる工程を含み、グラフィックコンテンツは、ストリーム内に多重化される第１タイプ
のイメージのフレーム内に多重化される。好ましくは、このデジタルビデオ信号は、ＭＰ
ＥＧ－２に準拠する信号とされ、第１タイプのイメージは、ストリーム内の他のピクチャ
を参照せずに符号化されるＩピクチャとされる。好ましくは、グラフィックは、字幕等の
プレゼンテーション・グラフィック、またはメニュー等のインタラクティブ・グラフィッ
クとされる。
【００１９】
　本発明の別の側面によれば、上記の方法に従って編集されたインタラクティブコンテン
ツを含むデジタルビデオ信号のトリック再生のための、さらなる方法が提供される。この
トリック再生方法は、トリック再生中において、トリック再生を表示するためのソースと
してのソース多重化ストリームから、選択された数の第１タイプのイメージを用いる工程
を含む。インタラクティブコンテンツは、この第１タイプのイメージ内に多重化される。
【００２０】
　本発明のさらに別の側面によれば、多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含
むデジタルビデオ信号を編集する装置が提供される。この装置は、上記の編集方法を実行
するように適合化されている。
【００２１】
　本発明のさらに別の側面によれば、グラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号
のトリック再生のための装置が提供される。この装置は、上記のトリック再生方法を実行
するように構成されている。
【００２２】
　本発明の別の側面によれば、コンピュータによる処理のためのコンピュータプログラム
が記録された、コンピュータ読取可能な媒体が提供される。このコンピュータプログラム
は、多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号を編集する
ためのコードセグメントを含み、上記の編集方法を実行するように構成されている。
【００２３】
　本発明の別の側面によれば、コンピュータによる処理のためのコンピュータプログラム
が記録された、コンピュータ読取可能な媒体が提供される。このコンピュータプログラム
は、多重化ストリーム内にグラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号をトリック
再生するためのコードセグメントを含み、上記のトリック再生方法を実行するように構成
されている。
【００２４】
　本発明のさらに別の側面によれば、グラフィックコンテンツを含むデジタルビデオ信号
のための信号が提供される。この信号は、トランスポートストリーム内に、選択された数
の第１タイプの符号化されたイメージを含み、グラフィックコンテンツは、この第１タイ
プのイメージ内のみに多重化されている。
【００２５】
　本発明の最後の側面によれば、上記の信号を含むデジタル記憶媒体が提供される。
【００２６】
　本発明は、従来技術に対し、トリック再生中およびトリック再生直後にアクセス可能な
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グラフィックデータを作成することにより、グラフィックのプレゼンテーションを改善す
るという利点を有する。実装コストは、最小限に抑えられる。本発明は、編集中において
実現される。再生中は、エレメンタリストリームの連続状態カウンタがモニタリングされ
る。欠落しているＴＳパケットがないことが分かれば、グラフィックの復号が可能になる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明のさらなる目的、特徴、および利点は、添付の図面を参照しながらの、本発明の
実施形態に関する以下の説明により明らかとされる。
【００２８】
　図１は、表示されるピクチャ１５が、トランスポートストリームＴＳからどのように生
成されるかを一般的に示した模式図である。ピクチャＰは、ビデオピクチャおよびグラフ
ィックピクチャからなる。この原理は、通常再生とトリック再生との両方に当てはまる。
デマルチプレクサ１０は、１つのトランスポートストリームＴＳ（たとえばＭＰＥＧ－２
ストリーム）から、複数のエレメンタリストリーム（すなわち同一のＰＩＤ番号を有する
複数のストリーム）をフィルタリングする。異なる複数のオーディオ言語が存在する場合
は、選択された言語のストリームが選択される。ストリーム内に異なる複数の言語の字幕
が存在する場合も、同じ手続きが適用される。図１は、説明および分かりやすさの目的で
、ビデオエレメンタリストリームおよびグラフィックエレメンタリストリーム（たとえば
字幕（ＳＴ）エレメンタリストリーム）のみを示している。インタラクティブ・グラフィ
ック・ストリームが存在する場合には、ビデオ面１３および字幕面１４の上に、第３の面
が存在することが多い。エレメンタリストリームは、ビデオ用（１１）とグラフィック用
（１２）との、別個のデコーダ内で復号される。デコーダはまた、復号されたビデオ面１
３と復号されたグラフィック面とを重畳することによりピクチャ１５が生成された際、情
報がプレゼンテーションされるべきときまで、その情報が保存されるバッファも含んでい
る。
【００２９】
　図２は、ある１つのピクチャからの情報の復号およびプレゼンテーションが可能となる
には、その前にそのピクチャからの情報がすべて送信されなくてはならないことを図示し
ている。Ｂ（およびＰ）ピクチャが復号可能となるには、その前に参照ピクチャが復号さ
れなくてはならない。
【００３０】
　図３は、一連のＴＳパケットの例を示している。ビデオ３１、オーディオ－１　３２、
オーディオ－２　３６、インタラクティブ・グラフィック（ＩＧ）３４、字幕（ＳＴ）３
６およびさらなるＳＩ情報３７の、各エレメンタリストリームからの例示的なＴＳパケッ
トが示されている。非常に多くの場合、たとえば異なる言語等のため、１つより多くのグ
ラフィックストリームが存在する。
【００３１】
　図４は、グラフィックピクチャのグラフィック情報がいくつかのＧＯＰ区間に亘って分
配され、グラフィックピクチャの送信が、そのグラフィックピクチャの実際のプレゼンテ
ーションの数秒または数分も前に開始され得るような、従来型のケースを図示している。
【００３２】
　従来の態様では、冒頭の段落で述べたように、トリック再生中はストリームの一部のみ
（すなわちＩピクチャのみ）が読み出される。このことは、従来の態様では、グラフィッ
ク情報はＴＳ全体に亘って分配されているので、インタラクティブ・グラフィック（ＩＧ
）および／または字幕（ＳＴ）のストリームの一部のみが読み出されることを意味する。
したがって、従来型のトリック再生中においては、いくつかのＩＧ／ＳＴのＴＳパケット
が欠落していた。このことは、トリック再生中においてＩＧ／ＳＴピクチャを一切提示で
きなくするので、ＩＧ／ＳＴストリーム全体を役立たないものとしてしまっていた。トリ
ック再生後、新たなＩＧ／ＳＴピクチャが利用可能となるまでには、上記で述べたとおり
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、数分かかることもある。
【００３３】
　本発明の１つの実施形態によれば、グラフィックＴＳパケット（ＩＧおよび／またはＳ
Ｔ）は、Ｉピクチャが多重化されているときにのみ、ストリーム内に多重化される。した
がって、トリック再生中において完全なグラフィックストリームが読み出され、欠落する
パケットはなくなる。トリック再生中においてもグラフィックを提示することができ、ま
た、トリック再生が通常再生に切り換えられた直後から、グラフィックが利用可能となる
。
【００３４】
　図５は、本発明に従う編集方法の１つの実施形態により編集された、ビデオ信号のＴＳ
の１つの好ましい実施形態を示している。この例では、Ｉピクチャ５１がストリームＴＳ
内に多重化されているようなＴＳの区間内にのみ、グラフィック情報が多重化される。ト
リック再生中、トランスポートストリームＴＳの、それらＩピクチャデータを含む部分５
３のみが読み出される。この目的のため、ＣＰＩテーブルが利用される。これにより、ス
トリームの開始位置と、Ｉピクチャの長さとが与えられる。本発明によれば、グラフィッ
クデータは、Ｉピクチャを含むＴＳの区間５１内にのみ多重化される。Ｂ＋Ｐピクチャを
含む区間５２には、グラフィックデータは多重化されない。したがって、トリック再生中
においても、完全なグラフィックデータがアクセス可能とされ、かつさらなる処理のため
に利用可能とされる。
【００３５】
　本発明の編集方法の１つの実施形態に従って、ビデオ信号を編集する際には、ビデオ、
オーディオ、プレゼンテーションおよびインタラクティブ・グラフィックからのエレメン
タリストリーム由来のトランスポートストリームパケットがすべて、マルチプレクサ６１
により、１つのＭＰＥＧ２トランスポートストリームに多重化される。ＴＳの編集中にお
いては、以下の多重化ルールが守られなくてはならない（図６の図解参照）。
  －　各エレメンタリストリームは、自己のＰＩＤ番号を取得する。
  －　各エレメンタリストリームに関するバッファの必要条件が考慮される。これは、復
号バッファにおけるバッファのアンダーフローまたはオーバフローが避けられることを意
味する。
  －　各アクセス単位は、ＰＴＳ（プレゼンテーションタイムスタンプ）（およびＤＴＳ
（復号タイムスタンプ））を有している。
  －　（トランスポートバッファ内で平均化された）最大ビットレートは、エレメンタリ
ストリームの種類に依存する最大値を有している（ビデオに対しては４０Ｍｂｐｓ、オー
ディオに対しては２Ｍｂｐｓ、システムデータに対しては１Ｍｂｐｓ）。
  －　グラフィックストリームの多重化レートが、比較的低い。このことは、図４に示す
ように、１つのピクチャを表示するためのグラフィックストリームが、いくつかのフレー
ム区間に亘って分配されることを意味する。
  －　グラフィックピクチャは、ある時間後にリフレッシュされる。この時間間隔は、大
きくてもよい（最大数分）。ここでも図４を参照されたい。
  －　トリック再生中は、ストリームの一部のみが読み出される。Ｉピクチャのみが読み
出されることが極めて多い。これには、ＣＰＩ情報が用いられる。ＣＰＩ情報は、ＭＰＥ
Ｇトランスポートストリーム内のＩピクチャの始点位置（Ｉ－ｓｔａｒｔ）と終点位置（
Ｉ－ｅｎｄ）との両方を示す。
  －　ＰピクチャおよびＢピクチャがストリーム内に多重化されている区間内では、グラ
フィックデータ、またはグラフィックの処理に関連した他のデータは、ストリーム内に一
切多重化されない。
  －　ＴＳが記憶されている場合は、ＣＰＩテーブルが導出され、さらに光ディスクやハ
ードディスクといったデジタル記憶媒体上に記憶される。
【００３６】
　エレメンタリストリーム６０からのデータは、バッファ内に存在するか、光ディスクや
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ハードディスクといったデジタル記憶媒体から入手可能とされる。エレメンタリストリー
ムのＴＳパケットを、１つのＭＰＥＧ２トランスポートストリーム内に多重化する間、上
記に掲げた全般的な多重化ルールが守られる。ここで、１つの追加ルールが適用される。
これは、Ｉフレームがストリーム内に多重化されている区間においてのみ、グラフィック
エレメンタリストリームを多重化信号に多重化するということに関するものである。この
ルールは、かかる扱いが適切なすべてのエレメンタリストリームに適用される。
【００３７】
　図７に示した本発明の別の実施形態では、ビデオプレーヤー７０は、Ｉピクチャからの
データが存在する部分のみをＴＳから読み出すために、上記で説明した編集方法に従って
編集されたＴＳより再生されるトリック再生を行う際に、ＣＰＩテーブル７１を用いる。
この選択は、ＣＰＩ選択手段７２により行われる。したがって、関連のあるストリームの
みが、デマルチプレクサ７３でフィルタリングされる。欠落しているパケットがないこと
を確認するために、ＭＰＥＧ２　ＴＳピクチャ内の連続状態カウンタがモニタリングされ
る。グラフィックおよびビデオは、それぞれデコーダ７４、７５により復号され、所望で
あればバッファリングされる。その後、復号されたビデオピクチャ７６と、復号され重畳
されたグラフィックピクチャ７７とが、Ｉピクチャのプレゼンテーション時間に対応する
プレゼンテーション区間において提示される。したがって、トリック再生中およびトリッ
ク再生の終了直後においても乱れのないグラフィックが提示されるような、トリック再生
が可能とされる。
【００３８】
　本発明の別の実施形態によれば、多重化されたビデオ信号であって、上記で図６を参照
して説明した編集方法に従って編集されたビデオ信号が記録された、デジタル記憶媒体が
提供される。このデジタル媒体は、ハードディスク大量記憶装置、またはＤＶＤやＢＤ－
ＲＯＭといった光ディスクであることが好ましい。
【００３９】
　上記で述べた本発明に従うトリック再生関連の方法、装置、プログラム、およびデジタ
ル媒体には、様々な応用形態および使用形態が存在し、それには、ＤＶＤやＢＤ－ＲＯＭ
といった光ディスクでの頒布用の映画といった分野が例として含まれる。ここで、スタジ
オ内での編集中においては、Ｉピクチャが送信されている区間内のみにグラフィックデー
タが多重化されるように、注意が払われる。
【００４０】
　本発明はまた、自己の記録データの個人的な編集にも用いることができる。編集支援ソ
フトウェアツールは、Ｉピクチャが送信されている区間内のみにグラフィックデータが多
重化されるように注意を払う。
【００４１】
　また、本発明は、放送信号にも利用することができる。この場合、放送局内において実
施が行われる。
【００４２】
　上記の説明は、プレゼンテーション・グラフィックまたはインタラクティブ・グラフィ
ックであり得るグラフィックストリームに言及した説明であった。同様の技術が、放送信
号用に規定されるいわゆるＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；サービス情
報）ＴＳパケットや、ＭＰＥＧで規定されるＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；プログラム固有情報）にも適用可能であることは、容易に理
解できよう。
【００４３】
　以上、具体的な実施形態を参照して本発明を説明してきたが、上記で述べた好ましい実
施形態以外の実施形態も、特許請求の範囲による本発明の範囲内で同様に可能である。た
とえば、多重化の順番は上記の順番と異なるものであってもよいし、上記の方法をハード
ウェアまたはソフトウェアにより実行してもよい等の例が挙げられる。
【００４４】
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　さらに、本明細書で用いる「含む」および「備える」との語は、他の要素または工程を
排除するものではない。また、「１つの」との語は、複数であることを排除するものでは
ない。さらに、単一のプロセッサまたは他の複数のユニットが、請求項に記載されたいく
つかのユニットまたは回路の機能を果たしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】ビデオストリームおよびグラフィックストリームからのビデオピクチャおよびグ
ラフィックピクチャからなる、表示されるピクチャの生成を示した模式図
【図２】多重化されたビデオストリームからの、Ｉ－Ｂ－Ｐビデオピクチャのトランスポ
ートおよびプレゼンテーションを、時間の関数として示した図
【図３】１つのビデオエレメンタリストリーム、２つのオーディオエレメンタリストリー
ム、１つのインタラクティブ・グラフィック・エレメンタリストリーム、ならびに１つの
字幕エレメンタリストリームからのトランスポートストリームパケット、およびＳＩ／Ｐ
ＳＩトランスポートストリームパケットを含む、例示的なトランスポートストリームの模
式図
【図４】ビデオフレームおよびグラフィックピクチャの、対応のプレゼンテーション時間
を示した図
【図５】本発明に従うビデオ信号の１つの実施形態における、多重化を示した模式図
【図６】記憶されているデータからの、ＭＰＥＧトランスポートストリームの生成を示し
た模式図
【図７】トリック再生中の再生システムの模式図

【図１】 【図２】
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